
【資料２】 

 

日本型直接支払交付金事業実績等 

 

 

（１） 多面的機能支払交付金の令和５年度実績 

（２） 中山間地域等直接支払交付の令和５年度実績 

（３） 環境保全型農業直接支払交付金の第２期対策最終年評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和５年度多面的機能支払交付金制度取組状況について 

 

○多面的機能支払交付金制度の概要  

多面的機能支払交付金は、農業・農村の国土保全や景観形成等の多面的機能

を支える地域の共同活動を支援する制度で、農地や水路や農道などの農業用施

設を保全する活動を実施する活動組織に対して、保全する農地の面積に応じ

て、交付金を交付します。（費用の負担：国１/２、県１/４、市町村１/４） 

 

○令和５年度多面的機能支払交付金の取組面積について   

 令和５年度の取組面積は令和３年度実績の２６，３０８haから６６１ha増

の２６，９６９haとなる見込みです。 

 令和５年度は、多面的機能推進協議会や各市町村の推進により、日南市、西

都市において、計３つの広域組織が立ち上がった他、８組織が新規設立したた

め、取組面積が増加しました。 

一方、活動を実施する役員のなり手不足や過疎化・高齢化に伴う活動参加人

数の減少等により、活動を断念する組織や取組面積を縮小する組織も発生して

おります。※詳細は、別添の市町村別取組状況を参照ください。 

 

○宮崎県の推進体制について  

 本交付金による取組の推進に当たっては、県、市町村、農業者団体、集落等の

緊密な連携により、実施することが必要であることから、本県では、県、市町村、

農業者団体等から構成する宮崎県多面的機能推進協議会（以下、「協議会」とい

う。）を地域の推進体制に位置づけています。 

 令和５年度は、以下のような取組目標を掲げ、本交付金による取組の推進を図

りました。 

① 市町村の推進計画に基づいた推進活動の実施 

② 活動終期を迎えた組織に対する活動の継続の促進 

③ 令和５年度新規設立組織の着実な計画認定の支援 

④ 対象面積が大きくカバー率の低い重点市町村（都城市、えびの市）に対

する課題解決に向けた事業推進 

⑤ 活動組織への支援を目的としたパンフレットや手引きの配布及び目地

補修講習会の開催 

⑥ 本交付金の啓発促進を図るため、ホームページを活用した広報 
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○農地維持の市町村別取組状況

宮崎市 101 5,012 4,678 125,584 101 5,036 4,725 125,762 0 25 △ 47 178

国富町 17 831 830 24,299 17 832 831 24,308 0 0 △ 0 8

綾町 1 308 203 5,579 1 307 203 5,604 0 △ 1 0 25

日南市 42 1,565 1,557 42,144 38 1,567 1,559 41,898 △ 4 2 △ 2 △ 246

串間市 26 1,365 1,365 36,836 26 1,365 1,365 36,836 0 0 0 0

都城市 74 3,943 3,932 112,309 75 3,958 3,918 111,311 1 15 14 △ 998

三股町 1 590 576 16,874 1 590 576 17,081 0 △ 0 0 207

小林市 29 2,952 2,952 74,279 29 2,955 2,955 74,386 0 3 △ 3 107

えびの市 15 1,031 1,031 29,996 12 1,101 1,101 32,099 △ 3 70 △ 70 2,103

高原町 3 37 34 810 4 43 39 961 1 5 △ 5 151

西都市 28 1,603 1,600 45,038 16 1,969 1,967 53,144 △ 12 366 △ 366 8,106

高鍋町 1 537 537 14,189 1 533 429 11,045 0 △ 3 108 △ 3,144

新富町 7 605 600 17,290 7 634 629 18,182 0 29 △ 29 893

木城町 9 1,709 1,709 40,905 9 1,711 1,711 41,179 0 3 △ 3 274

川南町 11 662 661 17,190 12 799 628 16,295 1 137 33 △ 895

都農町 2 178 178 4,505 2 178 178 4,505 0 0 0 0

延岡市 15 794 761 22,302 14 796 745 21,803 △ 1 2 17 △ 499

日向市 9 518 490 13,428 10 528 500 13,711 1 10 △ 10 282

門川町 8 183 183 5,313 8 183 183 5,319 0 0 △ 0 6

美郷町 34 462 462 13,502 34 462 462 13,479 0 △ 0 0 △ 23

高千穂町 9 615 615 18,233 9 613 613 18,181 0 △ 2 2 △ 52

日之影町 1 411 411 11,089 1 411 411 11,070 0 0 △ 0 △ 20

五ヶ瀬町 1 398 398 11,045 1 398 398 11,045 0 0 0 0

計 444 26,308 25,764 702,739 428 26,969 26,125 709,203 △ 16 662 362 6,464

市町村名

令和４年度実績
令和５年度実績（見込）

実績 前年度からの増減

活動組織 認定面積 交付金額 認定面積活動組織対象面積 対象面積 対象面積交付金額 活動組織 認定面積 交付金額

（単位：ha、千円）
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令和５年度中山間地域等直接支払制度取組状況について 

 

○中山間地域等直接支払制度について      

中山間地域等直接支払交付金は、農業の生産条件が不利な地域における農業

生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成

12年度から実施されています。 

地域で取り組まれている農業生産活動は、洪水や土砂崩れを防ぐ、美しい風景

や生き物のすみかを守るといった広く国民全体に及ぶ効果をもたらすものです。 

このような取組の重要性にかんがみ、中山間地域等直接支払制度では、国が費

用の半分、県が１／４、市町村が１／４（知事特認地域は１／３ずつ）を負担し、

自治体を通じた支援を中山間地域の農業者に行っています。 

５年間以上農業生産活動を行うことが要件となっており、５年周期で制度の

内容が変わります。令和２年度からは第５期対策が開始されました。 

 

○令和５年度中山間地域等直接支払制度の取組状況について  

 令和５年度の取組面積は、令和４年度実績から３ha減の５，２２４haとなる

見込みです。 

また、交付金額は令和４年度から４，４３３千円減額し、８３８，２１３千円

となる見込みです。今年は、全国的に、集落広域化加算、集落機能強化加算、生

産性向上加算の予算の配分額が要望額を下回ったことで、交付額が昨年度より

減額しおります。 

今年度の取組は、令和７年度から始まる次期対策に向けて、市町村担当者とＷ

ＥＢ会議を実施し、地域の現状や課題、要望等について意見交換会の実施やアン

ケート調査を行い、市町村の方針の把握を行いました。 

ほとんどの地域で、高齢化により今後、農地の減少が見込まれることや担い手

がおらず、制度の継続が難しい集落があるとの声がありました。 

現在、311の集落協定において、集落戦略の作成に取り組んでおり、農業生産

活動等の継続のための取組や集落全体の課題、対策について話し合いを行って

おります。本交付金を活用して、農業・農村の維持ができるよう支援を行って参

ります。       
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中山間地域等直接支払制度の取組状況

（単位：ｈａ、千円）

協定数 協定面積 交付金額 協定数 協定面積 交付金額 協定数 協定面積 交付金額

 綾町 5 42.6 2,886 5 45.0 3,080 0 2.4 193

 日南市 36 625.8 41,224 36 623.5 41,126 0 △ 2.3 △ 98

 串間市 4 37.0 4,912 4 37.0 4,912 0 0.0 0

 三股町 1 2.7 569 1 2.7 569 0 0.0 0

 都城市 1 35.2 7,398 1 36.6 7,679 0 1.3 0

 小林市 28 319.0 47,568 28 319.4 47,533 0 0.4 △ 35

 えびの市 8 119.9 20,367 8 119.9 20,381 0 0.1 13

 高原町 10 603.0 48,236 10 600.9 48,073 0 △ 2.0 △ 164

 西都市 18 177.3 15,748 18 177.2 15,479 0 △ 0.1 △ 269

 西米良村 6 20.1 2,951 6 19.9 2,900 0 △ 0.3 △ 51

 木城町 4 17.4 1,732 4 17.4 1,732 0 0.0 0

 都農町 1 2.6 534 1 2.6 534 0 0.0 0

 延岡市 29 270.8 46,583 29 270.7 46,451 0 △ 0.1 △ 133

 日向市 7 44.4 10,251 7 44.4 10,251 0 0.0 0

 門川町 1 7.6 445 1 7.6 445 0 0.0 0

 諸塚村 14 113.5 16,782 14 113.5 16,782 0 0.0 0

 椎葉村 31 163.0 26,764 31 162.3 26,643 0 △ 0.7 △ 121

 美郷町 40 649.9 87,697 40 650.2 86,140 0 0.3 △ 1,557

 高千穂町 45 1,136.1 257,359 45 1,133.5 256,244 0 △ 2.5 △ 1,115

 日之影町 5 438.7 116,570 5 438.1 115,057 0 △ 0.6 △ 1,514

 五ヶ瀬町 55 400.9 86,068 55 401.3 86,204 0 0.4 136

県合計 349 5,227.4 842,646 349 5,223.7 838,213 0 △ 3.8 △ 4,433

 

　○県内取組面積の推移（平成12年度～令和５年度）

○市町村別実施状況（令和４年度及び令和５年度）

令和４年度実績
令和５年度

令和４年度実績からの増減実績見込み
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　アンケートの目的

国が令和７年度から始まる第６期対策に向けた制度の見直しの検討、県が現状の分析及び推進方法を検討するため、市町村
担当者の考えや市町村の方針等を把握するために実施した。

チ　集落協定の広域化や統合に対する支援 1 1 1

1

アンケート調査結果
（市町村アンケート結果の集計）

都道府県名

4 4 1 1

ツ　その他

3 1 2

1

1

タ　地域での生活支援活動（高齢者への声掛け、子どもの見守り、
　　買い物支援、雪かき等）に対する支援

1

ア　農業の担い手を確保するための支援

イ　担い手への農地の集積・集約化のための支援

ウ　サービス事業体のほか、多様な農業人材の育成・確保への支援

エ　農業機械の購入、農業用施設や農産加工施設等の整備に対する
　　支援

オ　農業基盤整備への支援

カ　畑地転換への支援

キ　鳥獣害対策に対する支援

ク　高収益作物の生産やブランド化、農産物加工に対する支援

4 5 4 2

1 1

5 1

2 2 2

ケ　機械の共同利用や農作業の効率化に対する支援

1

3

1 3 4

1

コ　スマート農業実用化への支援

セ　都市部の組織や市民との交流活動等や地域情報を発信するため
　　の支援

サ　環境負荷低減に向けた取り組みへの支援

シ　地域の各種団体と連携・協力し、地域の農用地を守る仕組みを
　　構築する取組への支援

ス　地域外からの定住者等を確保するための支援

ソ　地域の活動をサポートする組織や人材を確保するための支援

2 3 4 5

16 2 1 1

4 1 3 2

1

1 2 3

3 2 1 3

1

1 3 4

1 2

1

宮崎県 農政企画課中山間農業振興室担当部署

2

5

14 1 1 1 1

2 6 1 1

41 2 3

2

1

1．中山間地域では、今後さらに人口減少・高齢化が進行し、農業の担い手の確保も困難になることが予想される状況下、
　  市町村としても10年後を見据えると重点を置いて実施する対策も現在と違うことが考えられる。
　  現在と今後（10年後）、重点を置いて実施する必要があると考えられる中山間地域に対する農業・農村振興対策は何か。

順位

　　項目

1 1 1 2

2

2

1

2 2 5

2

②10年後（市町村数）

2

1

2

1

2 3

1 1

2 3

1 2

1

21実施市町村数

3

2 2

1

3

①現在（市町村数）
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アを選択した理由

・ 耕作困難な農地が発生しても、協定内で協力して維持管理を行う体制ができているため。
・ 耕作条件が悪い土地であっても、農地の山林原野化を食い止めるために草刈り等の管理を行ってもらいたい。

イを選択したおもな理由

・ 耕作を継続したいと考えている方がいれば、耕作条件が良い農地も含めて、本制度等を活用するなどして支援したい。
・ 耕作条件が悪い土地であっても、農地の荒廃化や鳥獣被害を防止するために草刈り等の管理を行ってもらいたい。
・ 耕作条件が悪いが、その場所しかないという事情もある。

ウを選択したおもな理由

・ 耕作条件のよい農地であれば、今後も新規の耕作者がでてくる可能性があるから。
・ 高齢化等により担い手が減少し、全ての農地の管理が難しくなってきているめ、耕作条件の良い農地から守っていきたい

エを選択した理由

・ 高齢化が進む中で耕作条件の良い農地で無ければ参加者の負担が重くなるため。
・ 中山間という地形から新規に参入に障壁があるため、良い農地であれば継続が可能と考える。

　

ウを選択したおもな理由
・
・

ウ　統合や連携は特に推進せず、制度の要件を満たせば支援（活動計画の承認）する

イ　統合ではなく、複数の協定の連携を促して事務の共通化、農地保全活動の共同化、農作業の共同化、機械の
　　共同利用、鳥獣害対策の共同化、生産支援活動の共同化など、連携が可能な活動を推進する

ア　周辺の集落協定との統合や他の協定未加入農家の参加を促進する

ア　耕地条件が悪く、今後、耕作を継続する見込みが不安視される農地であっても、本制度により守っていきた
　　い

項目

エ　中山間地域の中の耕作条件の良い農地であって、耕作が継続される見込みがあれば、本制度により守ってい
　　きたい

7

3

エ　小さな協定は無い

ウ　中山間地域の中でも耕作条件の良い農地であれば、耕作の有無に限らず、本制度により守っていきたい

市町村数

4

2

13

2

3

8

市町村数

イ　耕作条件が悪くとも、耕作が継続される見込みがあれば、本制度により守っていきたい

２．今後さらに集落協定参加者の減少・高齢化が予想される状況下、これまでと同様に農地を維持・耕作すること、共同活動を
　　継続することなどが困難になるほか、事務手続きが十分できない集落協定の増加も考えられる中、どのような考えで第６期
　　対策に取り組むのか

①－１　集落協定からの申請の有無に限らず、市町村として本制度によってどのような農地を守ろうと考えているのか

②－１　活動を廃止する小規模協定が多い中、参加農家数10戸以下又は農地面積10ha未満の集落協定が今後も活動を継続するためには、
　　　市町村として何をする必要があると考えているのか

山腹に散在する農家の農用地をまとめるのは地理的、物理的に不可能
協定により立地条件が大きく違うためそれぞれの事情を考慮して判断すべきだと考えている。
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・

・ なし（３市町村回答）

5

ア　協定への事務支援を負担に感じていない

ケ　その他（事業者への作業委託または村営法人組織の設立、協定外からの労働力の確保等） 2

ク　市町村が農業委員会やJA等の農業関係機関等と連携し、集落協定の統合又は連携、協定活動への多様な組
      織等の参画を促す体制を作る

カ　市町村が農業委員会、ＪＡ、公民館、社会福祉協議会、土地改良区、NPO法人、学校等と連携した農地保
      全及び生活支援活動を推進する

オ　市町村農業担当部局が企画部局、福祉部局、地域振興部局等が連携した農地保全及び生活支援活動を推進す
　　る

エ　集落協定と地域おこし協力隊員、集落支援員、学生等の非農業者との連携を推進する

ウ　集落協定と多面的機能支払いの活動組織、集落営農組織、JA、自治会、社会福祉協議会、PTA、土地改良
　　区、NPO法人、学校等との連携を推進する

イ　集落協定の統合はせず、複数の協定が連携した事務の共通化、農地保全活動の共同化、農作業の共同化、機
　　械の共同利用、鳥獣害対策の共同化、生活支援活動の共同化等を推進する

ア　集落協定の統合（複数の協定を1つの協定にまとめること）を推進する

7

7

8

3

7

キ　市町村が関係機関とも連携した、未実施集落に対する協定活動の実施を働きかける 4

1

オ　協定への事務支援は、従来からほとんど行っていない

エ　これまでどおりの協定への事務支援は困難であるが、これといった対応策が思い付かない

ウ　これまでどおりの協定への事務支援は困難なため、協定に対し、外部組織への事務の委託を推進し、事務負
　　担を軽減したい

④　これまで集落協定が行ってきた各種の共同活動について、今後、これまでと同様に行うことが困難になることが予想されるが、共同活
　動継続のためには、市町村としてどのような体制づくりが必要と考えているのか（複数回答）

市町村数

7

2

9

イ　これまでどおりの協定への事務支援は困難なため、協定の統合や複数協定の連携（事務の共通化）を推進
　　し、事務負担を軽減したい

③　８割の市町村が事務負担の軽減を要望しているが、集落協定に対する事務支援について、市町村として今後、どうしていきたいと考
　えているのか（※事務支援とは、活動計画等の書類の作成等の補助を協定に対し行うことをいう）

3

市町村数

イ、ウ、エを選択した理由
業務量の増加、職員の人員不足

ウを選択した場合、事務の委託先があるか

7
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環境保全型農業直接支払交付金の最終評価について 

 

○制度の概要  

環境保全型農業直接支払交付金は、意欲ある農業者が農業を継続出来る環境

を整え、国内農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維

持・増進するため、地球温暖化防止や生物多様性保全等に貢献する農業を実施す

る取組に対して支払われます。 

具体的には、化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則

５割以上低減する取組と合わせて行う堆肥の施用、カバークロップ、や有機農業

等の取組があります。 

 また、環境保全型農業の取組を広げる活動（技術向上や理解促進に係る推進活

動）に取り組むことも支援の要件となっています。 

 

 

○環境保全型農業直接支払制度の取組状況について（最終評価報告書（案））  

 環境保全型農業直接支払交付金は、平成 27年度から第１期対策が始まり、

５年間を対策期間として、令和６年度に、第２期対策の最終年を迎えます。 

 令和６年度より、令和７年度から始まる第３期対策に向けた施策検討を国が

行うこととなっており、当懇話会において、制度に対する提案等をいただき、

最終評価報告書をとりまとめます。 

 

【取組実施状況】 

 本制度の取組面積は、年々増加しており、令和２年度から比較すると令和

５年度は 106ha 増の 692ha となりました。特に有機農業の取組が 363ha

から 23ha 増の 386ha となり、増加面積の大部分を占めています。都城市や

川南町で有機農業の取組面積が拡大したことや、綾町で新規取組農業者の加

入により、取組面積が増加しました。 

200 196 199 210 214
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250

R元 R2 R3 R4 R5

取組農業者数
単位：人

510 586 596 635 692

35,487 

52,549 55,592 
60,554 

65,199 

0

10,000
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70,000
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200
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800

R元 R2 R3 R4 R5

県内全体

取組面積 金額

単位：ha 単位：千円
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交付金額は、有機農業の取組におい

て、令和２年度から交付単価が引き

上げられ、カバークロップの取組に

おいては、交付単価が引き下げられ

たため、金額の増減幅が大きくなっ

ています。 

 

 

【推進活動について】 

 本制度に取り組む農業者は、「自然環境の保全に資する農業生産方式を導入

した農業生産活動の実施を推進するための活動（推進活動）」の実施が要件と

なっております。 

令和５年度の取組においては、「中山間地及び指定棚田地域における自然環

境の保全に資する農業生産活動の実施」が 11件と最も多く、次いで、「先駆的

農業者等による技術指導」が５件となっています。 
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317 331 363 386

20,336 

39,154 
42,196 

46,631 49,553 
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7,569 
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たい肥の施用
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8,077 
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カバークロップ

取組面積 金額

単位：ha 単位：千円

先駆的農業者等による技術指導の様子 

交付単価 R元 R2～R6
有機農業 3,000～8,000円 3,000～12,000円

カバークロップ 8,000円 6,000円

有機農業取組ほ場でのお茶摘み体験

の様子 
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【環境保全効果等の効果】 

 ・地球温暖化防止効果の評価 

   令和４年度に実施した、地球温暖化防止効果の調査では、本制度に取り

組んでいる農業者の営農実態を調査し、全国の調査結果を踏まえて温室効

果ガス削減量は、全体として 15万 tCO2/年を超える温室効果ガスが削減

されたという評価がされています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省ホームページ：環境保全型農業直接支払交付金：農林水産省 (maff.go.jp) 

算定手法：「土壌の CO２吸収「見える化」サイト」（農研機構）により、土壌炭素スト

ック変化量を算出し慣行管理ほ場との差分をとり、CO2削減量を算出 

 

 

 ・生物多様性調査 

  令和３年度に実施した生物多様性調査では、本県では有機農業での茶の取

組を対象にトラップを設置し、指標生物であるハネカクシ類やアリ等の捕獲

調査を実施しました。国が実施した評価は、どの取組も慣行栽培に比べ、生

物多様性が向上したという総合評価となっていますが、面的なまとまりの効

果については、調査ほ場が限られており、明瞭な傾向が確認できなかったと

いう評価となっています。 

 

調査件数

単位当たり
温室効果ガス

削減量
（tCO2/ha/年）

令和３年度
実施面積（ha）

温室効果ガス
削減量（tCO2/年）

有機農業 237 1 11,610 12,074

たい肥の施用 182 2 20,284 49,087

カバークロップ 167 2 16,867 36,095

リビングマルチ 19 1 2,866 4,156

草生栽培 15 1 66 80

不耕起播種 7 2 269 485

長期中干し 21 3 3,324 11,053

秋耕 22 9 884 7,941

71 16 9,462 33,869

全国共通
取組

地域特認取組

対象取組の種類 温室効果ガス削減量 

約 15万 tCO2/年は、 

スギ林 173 ㎢が１年

間に吸収する CO2 量 

 

 トラップの設置 

※「鳥類に優しい水田がわかる生物多様性の調査・評価マニュアル」により実施、評価 

S：生物多様性が非常に高い。取り組みを継続するのが望ましい。 

A：生物多様性が高い。取り組みを継続するのが望ましい。 

B：生物多様性がやや低い。取り組みの改善が必要。 

C：生物多様性が低い。取り組みの改善が必要。 
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【事業の評価・今後の方針】  

環境保全型農業直接支払制度の取組面積は年々増加しており、農業者の環境

保全型農業への関心の高さがうかがえます。 

また、本県の令和４年度の有機農業の取組面積は 542ha となっており、そ

のうち有機 JAS面積は、413ha となっています。本事業取組よりも大きいこ

とから、本事業の面積拡大の余地があると考えております。 

 本県では、「第八次宮崎県農業・農村振興長期計画（令和 3年度策定）」と

「みやざき農水産業グリーン化推進プラン」で掲げた環境に優しい農業の展開に

向け、環境負荷低減につながる技術の普及や農産物の販路拡大等の推進を市町村

や関係各課と連携して行うとともに、本制度により、環境保全型農業に取り組む

農業者への支援を行っていきます。 
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環境保全型農業直接支払交付金 

宮崎県 最終評価報告書 

 

Ⅰ 都道府県における環境保全型農業推進の方針等 

本県では、「宮崎県 第八次農業・農村振興長期計画（令和 3 年度策定）」において、持続的で

安全・安心な農業・農村づくりの実現を目指すため、耕畜連携による資源循環の促進及び環境保

全型農業の展開の方向性を定めている。令和７年度には、有機 JAS認証面積を 523ha（令和元年度

335ha）とする目標を掲げている。 

また、みどりの食料システム戦略を踏まえて、「みやざき農水産業グリーン化推進プラン」を策

定し、有機質肥料を活用した体系への転換や有機農業において、生産から消費まで一貫した地域

ぐるみの取組を推進することとしている。 

 

Ⅱ 取組の実施状況 

１ 支援対象取組の実績 

項  目 R2 

実績 

R3 

実績 

R4 

実績 

R5 

見込み 

実施市町村数 18 18 18 17 

実施件数 21 22 22 21 

交付額計（千円） 52,549 55,592 60,554 65,119 

実施面積計（ha） 586 596 635 692 

取

組

別

実

績 

有機農業 実施件数 17 17 17 17 

実施面積 (ha) 317 331 363 386 

交付額 (千円)  39,154 42,196 46,631 49,553 

堆肥の施用 実施件数 5 6 7 7 

実施面積 (ha) 172 157 152 172 

交付額 (千円) 7,585 6,906 6,698 7,569 

カバークロップ 実施件数 6 6 6 7 

実施面積 (ha) 97 108 120 135 

交付額 (千円) 5,810 6,490 7,225 8,077 

リビングマルチ 実施件数     

実施面積 (ha)     

交付額 (千円)     

草生栽培 実施件数     

実施面積 (ha)     

交付額 (千円)      

不耕起播種 実施件数     

実施面積 (ha)     

交付額 (千円)     

長期中干し 実施件数     

実施面積 (ha)     

交付額 (千円)      
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２ 推進活動の実施件数 

 

３ 都道府県が設定した要件等 

（１）実施要領第４の１の（１）のイにより都道府県が設定した堆肥の施用量及び交付単価 

 

秋耕 実施件数     

実施面積 (ha)     

交付額 (千円)     

冬期湛水管理 実施件数     

実施面積 (ha)     

交付額 (千円)     

推進活動 R2実績 R3実績 R4実績 R5 

見込み 

自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業

生産活動の技術向上に関する活動 

    

 技術マニュアルや普及啓発資料などの作成・配布 2 2 2 2 

実証圃の設置等による自然環境の保全に資する農業

の生産方式の実証・調査 

0 0 0 0 

先駆的農業者等による技術指導 5 5 6 5 

自然環境の保全に資する農業の生産方式に係る共通

技術の導入や共同防除等の実施 

0 1 0 1 

ICT やロボット技術等を活用した環境負荷低減の取

組 

0 0 0 0 

自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業

生産活動の理解増進や普及に関する活動 

    

 地域住民との交流会（田植えや収穫等の農作業体験

等）の開催 

3 2 2 1 

土壌診断や生き物調査等環境保全効果の測定 0 0 0 2 

その他自然環境の保全に資する農業生産活動の実施を推

進する活動 

    

 耕作放棄地を復旧し、当該農地において自然環境の保

全に資する農業生産活動の実施 

0 0 0 0 

中山間地及び指定棚田地域における自然環境の保全

に資する農業生産活動の実施 

9 11 11 11 

農業生産活動に伴う環境負荷低減の取組や地域資源

の循環利用 

2 2 2 1 

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環

境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（令和４年

法律第 37 号）第 21 条第１項に規定する特定環境負

荷低減事業活動実施計画の認定を受けている場合又

は当該年度までに認定を受ける見込みがある場合 

   0 

その他自然環境の保全に資する農業生産活動の実施

を推進する活動の実施 

2 0 0 1 

堆肥の種類 対象作物 10アール当たりの施用量 10アール当たりの交付単価 

（国と地方の合計） 

－ － －－ － 

14



 

 

（２）実施要領第４の１の（９）により都道府県知事が特に必要と認めた取組 

 

（３）実施要領第４の２の（４）により設定された化学肥料及び化学合成農薬の低減割合の特例 

 

（４）実施要領第４の３により設定された、地方公共団体が定める地域独自の要件 

 

 

Ⅲ 環境保全効果等の効果 

１ 地球温暖化防止効果 

全国共通取組の有機農業・堆肥の施用・カバークロップは、国が実施した環境保全型農業直接

支払交付金第２期中間年評価（令和５年３月）において地球温暖化防止効果が評価されており、

温室効果ガス削減効果が確認されている。 

これらの取組の面積は令和２年度の 586ha から令和４年度には 635ha に増加しており、地球温

暖化防止に資する取組の面積が拡大している。 

 

２ 生物多様性保全効果 

全国共通取組の有機農業の取組は、国が実施した環境保全型農業直接支払交付金第２期中間年

評価（令和５年３月）において生物多様性保全効果が評価されている。 

これらの取組の面積は令和２年度の 317ha から令和４年度には 363ha に増加しており、生物多

様性保全に資する取組の面積が拡大している。 

なお、面的にまとまった取組等による生物多様性保全効果を検討するため、令和３年度に本県

で生物多様性保全効果の現地調査を実施し、以下の結果となっている。 

（令和３年度調査結果の概略） 

本県では、有機農業に取り組む「茶」のほ場にトラップを設置し、指標生物であるハネカクシ類

やウロコアリ等の調査を実施した。 

慣行栽培ほ場と比べて、「生物多様性が高い」という結果が得られたが、面的なまとまりの効果

については、調査ほ場数が限られており、明瞭な傾向を確認することができなかった。 

 

冬期湛水管

理 

取組の概要 冬期の水田に水を張ること鳥類その他の生物の生

息場所を確保し、生物多様性を保全する取組 

対象地域 県全域 

対象作物 水稲 

10アール当たりの交付

単価（国と地方の合

計） 

8,000円（有機質肥料施用・畦補強実施） 

7,000円（有機質肥料施用・畦補強未実施） 

4,000円（有機質肥料未施用・畦補強実施） 

3,000円（有機質肥料未施用・畦補強未実施） 

作物名 対象地域 設定された特例の内容 

－ － － 

地方公共団体 独自要件の内容 
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３ その他の効果 

本交付金の活用により、「堆肥の施用」や「有機農業」の取組を行うことで、環境負荷の少ない

米や茶の生産等を通じて、持続的な生産の維持が行われている。また、安心・安全にこだわって生

産していることを PRポイントとして、オンラインや道の駅等で販売している。 

 

 

Ⅳ 事業の評価及び今後の方針 

事業の評価 

県内の取組面積は令和２年度から 106ha（15%）増加しており、地球温暖化防止や生物多様性保

全等に効果の高い営農活動が県内で着実に推進されている。特に、新規取組者の増加や既取組者

の面積拡大により、有機農業やカバークロップの取組面積が増加しており、全体として、地球温

暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動への関心が高まっている。 

 

今後の方針 

本県では、「第八次宮崎県農業・農村振興長期計画（令和 3 年度策定）」と「みやざき農水産業

グリーン化推進プラン」で掲げた環境に優しい農業の展開に向け、土壌診断に基づく適正施肥、

環境負荷低減につながる技術の開発・普及や農産物の販路拡大を推進することとしている。 

本県の有機農業の取組面積は、本事業の取組面積よりも大きいことから、面積拡大の余地があ

ると考えており、地球温暖化防止や生物多様性保全等の効果の周知と併せて、事業の推進を行う。 

また、「みどりのチェックシート」の取組が本事業の制度として組み込まれていることから、実

施すべき環境負荷低減や農作業安全についての取組を推進するとともに、市町村や関係機関、県

の関係各課と連携し、取組農業者の確保や販路拡大を図っていく。 
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○市町村別実施状況（令和４年度及び令和５年度）
      ※取組数は、団体数（対象者数）を記載。

（単位　経営体，ｈａ，千円）

取組数 面積 交付金額 取組数 面積 交付金額 取組数 面積 交付金額

宮崎市 1 123.7 10,539 1 136.4 11,158 0 12.7 619

都城市 1 61.7 3,084 1 71.2 4,016 0 9.4 932

日南市 2 22.7 2,363 2 22.7 2,363 0 0.0 0

小林市 1 136.0 13,643 1 146.9 14,159 0 10.9 516

日向市 1 14.8 1,436 1 16.3 1,608 0 1.6 172

西都市 2 4.3 595 2 4.3 595 0 0.0 0

えびの市 1 82.5 7,778 1 89.2 8,138 0 6.7 360

国富町 1 28.3 2,008 1 25.8 1,793 0 △ 2.5 △ 215

綾町 1 58.8 7,978 1 63.5 8,572 0 4.7 594

高鍋町 1 18.2 2,095 1 22.5 2,593 0 4.2 498

新富町 1 3.9 462 1 5.5 662 0 1.7 200

木城町 1 5.0 655 1 3.9 519 0 △ 1.1 △ 136

川南町 2 15.9 1,912 2 25.1 3,010 0 9.2 1098

都農町 1 4.9 590 1 4.9 590 0 0.0 0

美郷町 1 0.2 7 0 0.0 0 (1) △ 0.2 △ 7

高千穂町 2 27.4 1,731 2 25.4 1,503 0 △ 2.0 △ 228

日之影町 1 4.1 491 1 4.1 491 0 0.0 0

五ヶ瀬町 1 23.1 3,188 1 24.9 3,430 0 1.7 242

合計 22 635.4 60,555 21 692.4 65,200 (1) 57.0 4,645

　○県内の取組面積の推移（平成２７年度～令和５年度）

環境保全型農業直接支払交付金の取組状況

市町村名
令和４年度実績

令和５年度

実績見込み 令和４年度からの増減
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